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【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第７部門第２区分
【発行日】平成21年5月28日(2009.5.28)

【公開番号】特開2006-310842(P2006-310842A)
【公開日】平成18年11月9日(2006.11.9)
【年通号数】公開・登録公報2006-044
【出願番号】特願2006-113558(P2006-113558)
【国際特許分類】
   Ｈ０１Ｌ  29/78     (2006.01)
   Ｈ０１Ｌ  29/423    (2006.01)
   Ｈ０１Ｌ  29/49     (2006.01)
【ＦＩ】
   Ｈ０１Ｌ  29/78    ３０１Ｇ
   Ｈ０１Ｌ  29/58    　　　Ｇ

【手続補正書】
【提出日】平成21年4月10日(2009.4.10)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　半導体基板上に形成されたゲート絶縁膜と、
　前記ゲート絶縁膜上に前記半導体基板側から順に積層された導電性ポリシリコン膜、第
１金属シリサイド膜、バリアー膜、及び金属膜から形成されるポリメタルゲート電極と、
を備え、
　前記バリアー膜は、前記第１金属シリサイド膜上に形成されるＴｉＮ膜と、前記ＴｉＮ
膜と前記金属膜との間に介在されるバッファ層と、を備えることを特徴とする半導体素子
。
【請求項２】
　前記第１金属シリサイド膜は、タングステン（Ｗ）シリサイド膜、モリブデン（Ｍｏ）
シリサイド膜、チタン（Ｔｉ）シリサイド膜、タンタル（Ｔａ）シリサイド膜、ハフニウ
ム（Ｈｆ）シリサイド膜、またはコバルト（Ｃｏ）シリサイド膜の少なくともいずれか一
つから形成されることを特徴とする請求項１に記載の半導体素子。
【請求項３】
　前記バッファ層は、Ｔｉ、Ｔａ、Ｚｒ、Ｈｆ及びＳｉから形成される群から選択される
少なくとも一つの物質を含むことを特徴とする請求項１又は２に記載の半導体素子。
【請求項４】
　前記バッファ層は、非晶質の第２金属シリサイド膜から形成されることを特徴とする請
求項１又は２に記載の半導体素子。
【請求項５】
　前記第２金属シリサイド膜は、タングステンシリサイド膜、モリブデンシリサイド膜、
チタンシリサイド膜、タンタルシリサイド膜、ハフニウムシリサイド膜、またはコバルト
シリサイド膜の少なくともいずれか一つから形成されることを特徴とする請求項４に記載
の半導体素子。
【請求項６】
　前記バリアー膜は、ＴｉＮ膜及びＴｉ膜の積層構造から形成されることを特徴とする請
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求項１～５のいずれか一項に記載の半導体素子。
【請求項７】
　前記バリアー膜は、ＴｉＮ膜及び非晶質のタングステンシリサイド膜の積層構造から形
成されることを特徴とする請求項１～５のいずれか一項に記載の半導体素子。
【請求項８】
　前記金属膜は、タングステンまたはモリブデンから形成されることを特徴とする請求項
１～７のいずれか一項に記載の半導体素子。
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